
施設名称 所在地
受入可

能人数
開放日

月～金曜日 9:00 ～ 17:00

土・日・祝祭日

クーリングシェルター運用期間：4月第4水曜日から10月第３水曜日までの熱中症特別警戒アラートの運用期間

涼みどころ開所期間（市が定める期間）：令和8年度は６月1日月曜日から9月３０日水曜日

新発田地域振興局

豊町3-3-2 6人

県施設　クーリングシェルター・涼みどころ指定施設　一覧

　クーリングシェルターとは、熱中症特別警戒アラート発表時に冷房の効いた共用スペース等を利用して一時休憩施設

として開放される施設のことです。涼みどころとは、平時において暑さを避け、涼しい環境で休息できる一時休憩場所

です。

開放時間

開放しない

・新潟県庁舎等管理規則に定める禁止事項を行わないでください

その他事項
・用のない執務室などへは立ち入らないでください

・開放する期間は、６月１日から９月３０日までです

・用務の都合により、開放できない場合があります


